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ASEAN地域におけるインターネット上の
模倣品対策に関する調査



1. シンガポール
1.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ 「模倣品」の定義（商標法第3条(5)）
次に該当する場合、その商品は登録商標に関する「模倣品」である。

(a) 当該商標に関する侵害品である場合、及び

(b) 当該商品又はその包装に付された標章が模造商標である場合

❑ショッピングサイト等が遵守すべき法令
❑ショッピングサイトに適用される特定の法律や規制はない

❑模倣品の取引に従事する者に対して適用される法令
▪ 損害賠償（商標法第31条）

▪ 刑事罰（商標法第46条、同法第47条）最高100,000シンガポールドルの罰金、また
は、最長5年間懲役
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1. シンガポール
1.2 関係機関

❑関連法令を所管する機関

❑シンガポール知的財産庁(IPOS: Intellectual Property Office of Singapore) ※
知的財産法および規則は、IPOSの下で管理されている

❑インターネット上の模倣品を取り締まる機関

インターネット上の模倣品を、直接的に取り締まる機関はない

間接的に、インターネット上の模倣品を取り締まる機関は次の通り

❑シンガポール警察(SPF: Singapore Police Force)

❑シンガポール税関(Singapore Customs)
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1. シンガポール
1.3 公的機関によるインターネット上の模倣品対策の取組

❑犯罪者に対する摘発のため捜査令状の取得

❑ 裁判所が発行した捜査令状に基づき、警察官は摘発を行う

❑検察官による容疑者の訴追

❑権利所有者により申し立てられた容疑者の私人訴追

❑ 検察官が起訴しない場合、権利者は司法長官室から命令を得て、私人訴追可能

❑侵害者に対する民事訴訟の提起

❑刑事・民事訴訟前の、税関と協力して行う模倣品の差止・留置

❑ インターネット上で販売される模倣品と考えられる場合、重要

❑ シンガポール税関には事前登録制度は存在しない

4

インターネット上の模倣品に対する公的機関による直接的な取組は行われていない



1. シンガポール
1.4 主要ショッピングサイトおよびNotice & Take down
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❑ Carousell
❑ URL: https://sg.carousell.com/

❑ ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down: 権利者の通知に基づいてショッピングサイト
がショッピングサイト中の模倣品のURLをブロックする手続）は、Carousellの知的財産権侵害通報
（IP Infringement Report）を通じて行う
（参照）Carousell, “How can I report infringement of my rights?”

[https://support.carousell.com/hc/en-us/articles/115011090508]

❑ Shopee
❑ URL: https://shopee.sg/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、以下のURLにアクセスし、所定事項を記入送信することで行う
https://shopee_support.formstack.com/forms/ipr_sg

❑ eBay
❑ URL: https://www.ebay.com.sg/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、Webページからダウンロードしたフォームに、所定事項を記入し
送信することで行う

各ショッピングサイトの模倣品対応実績に関
する統計データは入手できない



2. マレーシア
2.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ 「模倣品」の定義（商標法第70C条）
「偽造商標商品(counterfeit trade mark goods)」を次のように定義する。

“ある商品について適法に登録されている商標と同一の若しくは類似する、又は当該商標と本質的部分において区別し得
ない商標であって、本法に基づく当該商標の所有者の権利を侵害するものが、許可なく付されている商品(包装を含む。)”

❑ ショッピングサイト等が遵守すべき法令
❑ ショッピングサイトに適用される特定の法律や規制はない

❑ 権利者は、一般販売・オフライン販売に適用される以下の関連法令による保護を受けられる
▪ 商標権侵害（商標法第38条）

▪ 取引表示法（取引表示法第7条、同法第8条）虚偽の取引表示が犯罪を構成する旨の規定
（同法第59条）刑事罰の規定

▪ 著作権侵害（著作権法第36条、同法第41条）

❑ 著作権法第43H条（著作権を侵害するコンテンツを含むウェブサイトを削除または当該ウェブサイト
へのアクセスを無効にするために、インターネットサービスプロバイダー課された法的義務）
▪ 書面による侵害通知をインターネットサービスプロバイダーに提供した後、インターネットサービスプロバイダ
ーが通知受領後48時間以内に侵害コンテンツを含むサイトへのアクセスを無効にし得る
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2. マレーシア
2.2 関係機関

❑関連法令を所管する機関
❑ マレーシア知的財産公社(MyIPO: Intellectual Property Corporation of Malaysia)

※MyIPOは、マレーシアの知的財産行政を管理および監督する

❑ インターネット上の模倣品を取り締まる機関
❑ 国内取引・消費者省(MDTCA: Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs)

▪ 疑義侵害品や模倣品に対する申立ての調査、摘発の実行、押収に関与

▪ 通信マルチメディア委員会(Malaysian Communication & Multimedia Commission)、マレーシア
税関(Royal Malaysia Customs)、マレーシア警察(Royal Malaysia Police)とともに、デジタル科学
捜査研究所で、模倣品・海賊版を含む犯罪行為のオンラインコンテンツを監視

❑ マレーシア税関(Royal Malaysia Customs)

▪ 間接的に、インターネット上の模倣品を取り締まる機関

▪ 事前登録制度はない
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2. マレーシア
2.3 公的機関によるインターネット上の模倣品対策の取組

❑摘発
❑取引表示法・著作権法
捜査令状に基づき（緊急の場合は捜査令状なし
で）国内取引・消費者省(MDTCA)／マレーシア警
察による摘発

❑商標法
権利者による国内取引・消費者省(MDTCA)への申
立に基づく摘発

❑民事訴訟

❑刑事訴訟

❑税関による模倣品の差止・留置
❑事前登録制度はない
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2. マレーシア
2.3 公的機関によるインターネット上の模倣品対策の取組

❑ 侵害ウェブサイトリスト(IWL: Infringing Website List) 2017年開始
❑ 関係機関：Media Prima、Astro、マレーシア通信マルチメディア・コンテンツ・フォーラム(CMCF: 

Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia)、モーション・ピクチャー・アソシ
エーション(MPA: Motion Picture Association)、コンテンツ・プロモーション・センター、メディア
専門家協会(MSA: Media Specialists Association)

❑ 映画、ソフトウェア、音楽、さらには本を含む著作権で保護されたコンテンツのデジタル著作権
侵害に対抗する目的で、海賊ウェブサイトをリスト化しているもの

❑ OPS Tulen Semak (純正品の動作確認)
❑ 国内取引・消費者省(MDTCA)は、企業環境での海賊版・非ライセンスソフトウェアの使用の排
除を特に対象とした反海賊行為の摘発（2013年）

❑ バスケット・オブ・ブランズ (Basket of Brands) 2011年開始
❑ 関係機関：国内取引・消費者省(MDTCA)

❑ データベースに登録されることにより、エンフォースメント・商標権侵害事件の訴追において優
先権を得られる

❑ 2019年1月31日現在、登録件数は78件
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2. マレーシア
2.4 主要ショッピングサイトおよびNotice & Take down
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❑ Lazada
❑ URL: Lazada.com.my

❑ ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）
は、2019年より、Alibaba Group 知的財産保護プラッ
トフォームを通じて行う

❑ Shopee
❑ URL: Shopee.com.my

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、Shopeeアプリ等から、
所定事項を記入送信することで行う

❑ Mudah
❑ URL: Mudah.my

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、Webページから、所
定事項を記入送信することで行う

各ショッピングサイトの模倣品対応実績に関
する統計データは入手できない



3. フィリピン
3.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ 「模倣品」の定義（消費者法第4条，消費者法施行規則第１条(1.25)）
消費者法およびその施行規則は、「模倣品」を次のように定義する。

“対象となる消費者向製品を実際に製造、加工、包装、販売する者以外の者が、消費者向製品の製造
業者、加工業者、包装業者、販売業者の商標、商号またはその他の識別マーク、刻印、図形、またはそ
の類似物を、許可なく、当該消費者向製品、その容器またはラベルに付し、それにより、当該消費者向
製品の製造業者、加工業者、包装業者、販売業者によって製造、加工、包装、販売されたと不正な目
的をもって使用されたもの”

❑ ショッピングサイト等が遵守すべき法令

❑ 共同行政命令

消費者との電子商取引に従事する販売業者、流通業者、供給業者または製造業者との間の公
正な商慣行の最小要件を規定している

11



3. フィリピン
3.2 関係機関

❑関連法令を所管する機関
❑貿易産業省
他の政府機関と協力して、オンライン上での消費者保護に関する法令の中でも、消費者法
や電子商取引法に関する規則や規制の普及を担う

❑インターネット上の模倣品を取り締まる機関
❑法務省(DOJ: Department of Justice) サイバー犯罪対策室(OOC:Office of 

Cybercrime)

▪ サイバー犯罪やその他の法律違反の調査と訴追を行うことができる

❑知的財産庁

❑ フィリピン税関
▪ 間接的に、インターネット上の模倣品を取り締まる機関
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知的財産庁は、オンライン上の海賊行為と模倣品に対処する「ノーティスアンドテイ
クダウン」に対応できるように知的財産法に含めることを提案している



3. フィリピン
3.3 公的機関によるインターネット上の模倣品対策の取組

❑フィリピン知的財産庁による訪問
知的財産庁職員が、侵害者の施設／店舗を訪問し、違法行為を停止するよう通知
する。尚、模倣品の押収権限はない。

❑警察による摘発

❑民事訴訟

❑刑事訴訟

❑税関による模倣品の差止・留置
❑事前登録制度がある
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インターネット上の模倣品に対する公的機関による直接的な取組は行われていない



3. フィリピン
3.4 主要ショッピングサイトおよびNotice & Take down
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❑ Lazada
❑ URL: https://www.lazada.com.ph/

❑ ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）は、Alibaba Group 知的財産保護
プラットフォームを通じて行う（2020年6月12日確認）

❑ Shopee
❑ URL: https://shopee.ph/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、IPR Form
(https://shopee_support.formstack.com/forms/ipr_ph)に所定事項を記入送信するこ
とで行う（2020年6月12日確認）

❑ eBay
❑ URL: https://www.eBay.com.ph/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、Webページからダウンロードしたフォームに、所定事
項を記入し送信することで行う
（参照：https://www.ebay.ph/pages/help/tp/vero-rights-owner.html）

各ショッピングサイトの模倣品対応実績に関
する統計データは入手できない



4. タイ
4.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ 「模倣品」の定義 ＝ 知的財産権を侵害する商品
❑ 知的財産権：特許権、小特許権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密

❑ ショッピングサイト等が遵守すべき法令
❑ 民商法第432条（一般的不法行為法の原則）
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自連帯でその賠償の責に任じる。
共同行為者中のいずれがその損害を加えたかを知ることができないときも同じである。不法行為
の教唆者または扶助者もまた共同不法行為者とみなす。

❑ 刑法第86条（共同刑事責任）
理由の如何を問わず、他の人が犯罪を犯すことを支援または促進するために行動する者は、犯
罪が犯される前または犯した後であれ、そのような幇助または促進が犯人によって知られていな
い場合でも、そのような人は犯すことの幇助者とみなされ、幇助者には、犯罪に対して規定された
罰則の3分の2が科される。

民商法第432条または刑法第86条により、サービスプロバイダーは、知的財産権侵害行為
を幇助または促進する者として、ツール／プラットフォームを使用する者により侵される模
倣行為に対する責めを負う場合がある
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4. タイ
4.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ ショッピングサイト等が遵守すべき法令
❑ 著作権法第32/3条

著作権所有者がインターネット上の著作権侵害コンテンツの配信を防止するための差止命令を認
め、インターネットサービスプロバイダーの免責を規定

尚、インターネットサービスプロバイダーが著作権侵害コンテンツをWEBサイトから削除するため
には、著作権者が裁判所から裁判所命令を得ることが必要
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4. タイ
4.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ショッピングサイト等が遵守すべき法令

17

❑ コンピュータ犯罪法第20条

コンピュータデータの拡散行為が

ある場合、裁判所は、コンピュータデー
タの拡散防止・当該コンピュータデータ
の削除を命じる裁判所命令を、インター
ネットサービスプロバイダーに発するこ
とができる



4. タイ
4.2 関係機関

機関名 役割

知的財産局
DIP: Department of Intellectual Property

知的財産局は、全関係機関の間で、エンフォースメントに関して、リーダー・コーデ
ィネーターとして役割を果たす

法務省特別捜査局
DSI: Department of Special Investigation

被害が１千万タイバーツ以上の事件に対して、摘発（Raid）を行う

経済犯罪制圧部
ECD: Economic Crime Suppression Division

タイ警察庁管轄下の機関。経済犯罪制圧部は、知的財産権事件を含む、銀行、税
金及び他の経済関連事件を扱い、摘発（Raid）を行う

検察庁知的財産権・国際貿易訴訟局
Public Prosecution Office

国家警察庁または法務省特別捜査局から移管された事件について、知的財産国
際貿易裁判所(IP&IT Court)に起訴するか否かを判断する

タイ税関 Thai Customs タイ国境越境する疑義模倣品を一時的に差止めるために、職権で検査する権限
を有する

中央知的財産国際貿易裁判所
IP&IT Court: Central Intellectual Property and 

International Trade Court

知的財産権および国際貿易に関連して民事事件・刑事事件で判決を下す

知的財産侵害抑制小委員会
Suppression of IP Infringement Subcommittee

知的財産権抑制行動計画の立案等
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4. タイ
4.2 関係機関

機関名 役割

デジタル経済社会省
MDES: Ministry of Digital Economy and Society

経済及び社会に対するデジタル技術開発に関する国家戦略、計画、統計および
法令を提案、監視、規制、評価する

国家放送通信委員会
NBTC: National Broadcasting and 

Telecommunications Commission

他の政府機関とともに、模倣品の拡散およびオンラインにおける権利侵害を抑
制・防止する

技術犯罪制圧部
TCSD: Technology Crime Suppression Division

オンライン上での知的財産権侵害、電子取引、オンラインポルノなどの技術犯
罪の防止と抑制に焦点を当てた法執行機関

タイ情報技術犯罪抑制作業部会
TACTICS: Thailand's Action Taskforce for 

Information Technology Crime Suppression

タイ警察庁管轄下の機関。情報技術に関連する犯罪に取り組む機関

知的財産侵害及びインターネット犯罪抑制に
対するタイ警察センター
COPTICS: Center of Operational Policing for 

Thailand against Intellectual Property Violations 

and Crimes on the Internet Suppression

2018年、国家放送通信委員会(NBTC)、タイ情報技術犯罪抑制作業部会
(TACTICS)およびタイ警察庁は、知的財産権侵害ウェブサイトをブロックする手続
を加速化するために新設された機関
(NOTE)

現在、COPTICSの業務対象は、オンライン上での知的財産権侵害事件から、オ
ンライン上のフェイクニュースの取締に変更された。
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4. タイ
4.3 公的機関によるインターネット上の模倣品対策の取組

❑警察による摘発

❑民事訴訟

❑刑事訴訟

❑税関による模倣品の差止・留置
❑ 事前登録制度がある

❑ オンライン上の侵害を抑制するための特定の措置
❑ 著作権法第32/3条およびコンピュータ犯罪法第20条に基づく裁判所命令
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4. タイ
4.4 主要ショッピングサイトおよびNotice & Take down
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❑ Lazada
❑ URL: https://www.lazada.co.th

❑ ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）は、Alibaba Group 知的財産保護
プラットフォームを通じて行う（2020年6月12日確認）

❑ Shopee
❑ URL: https://shopee.co.th/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、IPR Form
(https://shopee_support.formstack.com/forms/ipr_ph)に所定事項を記入送信するこ
とで行う（2020年6月12日確認）

❑ Facebook
❑ URL: https://www.facebook.com/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、Webページ上の、「商標権通報フォーム」「著作権通報
フォーム」及び「模倣品通報フォーム」に所定事項を記入し送信することで行う

各ショッピングサイトの模倣品対応実績に関
する統計データは入手できない



5. インドネシア
5.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑関連法令
❑ 商標法

❑ 著作権法

❑ 特許法

❑ 工業意匠法

❑ ショッピングサイト等が遵守すべき法令
❑ 情報及び電子商取引に関する法律(Law No. 11 of 2008 Regarding Electronic 

Information and Transaction)
故意かつ権利なしに、 第28条1項に記載の電子取引において、消費者の損失を招く虚偽の誤解
を引き起こすニュースを故意に広めた者は、最大6年の禁固刑または最大10億インドネシアルピ
アの罰金刑が科される（同法第45A条(1)）

❑ 電子商取引事業者の制限と責任に関する省令(Ministry Regulation No. 5 of 2016 
Regarding Limitation and Responsibility of E-commerce Merchant)
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5. インドネシア
5.2 関係機関および公的機関による模倣品対策の取組
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❑インターネット上の模倣品を取り締まる機関
❑ インドネシア国家警察

❑捜査紛争解決局(PPNS DJKI)

捜査紛争解決局は現在、オンラインレポートを使用して事件を受付る

https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/

❑公的機関による模倣品対策の取組
❑警察による摘発

❑民事訴訟

❑刑事訴訟

❑税関による模倣品の差止・留置（事前登録制度がある）



5. インドネシア
5.3 主要ショッピングサイトおよびNotice & Take down
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❑ Lazada
❑ URL: https://www.lazada.co.id

❑ ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）は、Alibaba Group 知的財産保護
プラットフォームを通じて行う（2020年6月12日確認）

❑ Shopee
❑ URL: https://shopee.co.id/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、IPR Form に所定事項を記入送信することで行う
（2020年6月12日確認）

❑ Tokopedia
❑ URL: https://www.tokopedia.com/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、下記のWebページ上の、「請求ホーム」に所定事項を
記入し送信することで行う
https://www.tokopedia.com/contact-us/form/ban-product

各ショッピングサイトの模倣品対応実績に関
する統計データは入手できない



6. ベトナム
6.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ 「模倣品」の定義 － 知的財産法第213条

❑偽造標章商品または偽造地理的表示商品

▪ 当該商品に係り保護された標章又は地理的表示と同一又は実質的に識別不能な標
章若しくは標識を，当該標章の所有者又は当該地理的表示の管理組織それぞれの同
意なしに付した商品又は包装

❑著作権侵害物品

▪ 著作権所有者又は隣接権所有者の同意なしに作成された複製

❑政令 No. 185/2013/ND-CP 補足 上記の他に7類型を規定

▪ 価値ある用途や効果のない商品、価値のある用途または効果があるものの性質、商
品名によって出所と一致しない商品、または、価値のある用途・効果はあるものの登
録若しくは通知された価値ある用途・効果と一致しない商品 等
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6. ベトナム
6.1 インターネット上の模倣品の対策に関する法令

❑ショッピングサイト等が遵守すべき法令
❑電子商取引に関する法令（政令 No. 52/2013/ND-CP）
電子商取引活動における禁止行為－電子商取引を利用して、模倣品や商品の取引、知
的財産権を侵害するサービスの提供、商品の取引、またはビジネス上禁じられている商
品およびサービスの提供

❑消費者の権利の保護に関する法律と規制（消費者保護法）
ショッピングサイトは、消費者に商品および／またはサービスに関する情報を提供する際
に、第三者に対し、次の責任を負う。

▪ 提供された商品やサービスに関する情報を正確かつ完全に提供すること

▪ 報道および広告に関する規制を遵守すること 等

❑情報技術に関する法律及び規制（情報技術法）
電子商取引ウェブサイトを保有する組織および個人は、ウェブサイトに投稿された情報に
ついて責任を負う
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6. ベトナム
6.2 関係機関
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❑オフライン上の模倣品の取締機関

知的財産法第200条（知的所有権の侵害を取り扱う当局）

❑裁判所：民事救済または刑事救済

❑税関： 輸入・輸出に関する知的所有権国境管理措置（事前登録制度有）

❑検査官、警察、市場監視局：行政摘発

❑インターネット上の模倣品の取締機関

❑ Task Force 368（2020年2月28日創設）

電子商取引における模倣品等の監視・摘発

インターネット上の模倣品については、知的財産権者が侵害者の住所（オフィスや倉庫な
ど）を特定できる場合には、行政摘発に訴えることが依然として有効である



6. ベトナム
6.2 関係機関（Task Force 368）
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❑ 実績
❑ Ho Chi Minh Cityにおいて、アルコール飲料、タバコ、ハンドバッグ、財布等の模倣品を販売する複
数のショッピングサイトに関連する事件への対応

❑ Hanoiにおいて、Adidas, Nike等の模倣品の摘発の際、市場監視局との調整 等

❑ 任務
❑ 電子商取引における取引の管理・監督についての助言の提供

❑ 電子商取引における模倣品等の摘発のサポート

❑ 電子商取引における模倣品等の摘発のための解決策・計画の提案 等

➢ Task Force 368には、摘発権限はない

➢ Task Force 368の構成員は、ホーチミン・シティ、ハノイ等の市場監視局の上級職員であり、当該市
場監視局が積極的に摘発を行っている

❑ 連絡方法等
❑ Task Force 368への連絡方法・必要書類等を定めたガイドラインはない

❑ Task Force 368へ証拠を揃えて、Task Force 368の構成員とコンタクトできる現地法律事務所を介
してTask Force 368にコンタクトすることになる



6. ベトナム
6.3 主要ショッピングサイトおよびNotice & Take down
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❑ Lazada
❑ URL: https://www.lazada.vn/

❑ ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）は、Alibaba Group 知的財産保護
プラットフォームを通じて行う（2020年6月12日確認）

❑ Shopee
❑ URL: https://shopee.vn/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、IPR Form
(https://shopee_support.formstack.com/forms/ipr_ph)に所定事項を記入送信するこ
とで行う（2020年6月12日確認）

❑ SENDO
❑ URL: https://www.sendo.vn/

❑ ノーティスアンドテイクダウンは、hotronguoiban@sendo.vnにemailを送信することによ
って、模倣品に関するURLを削除するための申立てを行う

各ショッピングサイトの模倣品対応実績に関
する統計データは入手できない



7. ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）
7.1 Lazada
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https://ipp.alibabagroup.com/



7. ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）
7.1 Lazada
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https://ipp.alibabagroup.com/



7. ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）
7.2 Shopee
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URL: https://shopee_support.formstack.com/forms/ipr_my



7. ノーティスアンドテイクダウン（Notice & Take down）
7.2 Shopee
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URL: https://shopee_support.formstack.com/forms/ipr_my



Contact Information

• Name                       大竹徳成 (Tokunari Otake)

• Telephone                +66 2056 5555

• E-mail                       tokunari.o@tilleke.com

• www.tilleke.com
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